
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

法人番号 備考
契約の相手方の商号又は名称及び

住所

公益法人の場合

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約を締結
した日

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の

実施）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第１



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

随意契約による
こととした会計
法令の根拠条文

及び理由
（企画競争又は

公募）

公益法人の場合

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

備考
再就職の役員

の数
法人番号

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約を締結
した日

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第２



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

ＵＳＢケーブ
ル１ＵＮほか

分任契約担当官陸上自衛隊
札幌駐屯地北部方面会計隊本部
業務科長　朝倉　啓介
札幌市中央区南２６条西１０丁目

R2.1.31
トーエイ株式会社
北海道恵庭市島松寿町１－１
６－２

9430001043772 一般競争入札 2,794,000 1,949,343 69.77%

工具箱
１ＥＡほか

分任契約担当官陸上自衛隊
札幌駐屯地北部方面会計隊本部
業務科長　朝倉　啓介
札幌市中央区南２６条西１０丁目

R2.1.31
株式会社大興商事
北海道札幌市中央区北二条東
１０－９３

9430001009352 一般競争入札 3,091,000 2,255,000 72.95%

ボールペン替
芯
４ＣＡほか

分任契約担当官陸上自衛隊
札幌駐屯地北部方面会計隊本部
業務科長　朝倉　啓介
札幌市中央区南２６条西１０丁目

R2.1.31
有限会社あすなろ企画
北海道札幌市東区北二十三条
東９－１－７

3430002036806 一般競争入札 1,958,000 1,897,280 96.90%

リサイクル
ペーパー
７ＣＡほか

分任契約担当官陸上自衛隊
札幌駐屯地北部方面会計隊本部
業務科長　朝倉　啓介
札幌市中央区南２６条西１０丁目

R2.1.31
株式会社文進堂
北海道札幌市白石区中央二条
５－１５－１

1430001014392 一般競争入札 1,636,800 1,608,565 98.27%

以下余白

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約金額法人番号 落札率

公益法人の場合

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約を締結
した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格

付紙様式第３



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

法人番号
随意契約によることとした会計法令

の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数

公益法人の場合

備考

付紙様式第４


